
七飯町いじめ防止基本方針（案）新旧対照表

改　　正　　前 改　　正　　後

はじめに

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、

その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、

生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。

このため、いじめへの対応は、学校における最重要課題であるととらえ、

全ての学校が全力で問題の克服に取り組まなければなりません。

また、児童生徒を取り囲む地域社会の大人一人ひとりが、「いじめは決し

て許されない」「いじめはどの児童生徒にも、どの学校でも起こりうる」

との意識をもち、それぞれが役割と責任を自覚し、社会総がかりでいじめ

の問題に向い合わなければなりません。

七飯町では、児童生徒の尊厳が尊重される学校づくりを推進するため、い

じめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号、以下「法」という。）第

１２条の規定に基づき、七飯町教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）、七飯町立学校、地域社会、家庭その他の関係者が連携し、いじめ

の防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

以下同じ）のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、七飯町いじ

め防止基本方針（以下「七飯町基本方針」という。）を定めるものです。

 

目　　　　次　（省略）

はじめに

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、

その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、

生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。

このため、いじめへの対応は、学校における最重要課題であるととらえ、

全ての学校が全力で問題の克服に取り組まなければなりません。

また、児童生徒を取り囲む地域社会の大人一人ひとりが、「いじめは決し

て許されない」「いじめはどの児童生徒にも、どの学校でも起こりうる」

との意識をもち、それぞれが役割と責任を自覚し、社会総がかりでいじめ

の問題に向い合わなければなりません。

七飯町では、児童生徒の尊厳が尊重される学校づくりを推進するため、い

じめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号、以下「法」という。）第

１２条の規定に基づき、七飯町教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）、七飯町立小・中学校、地域社会、家庭その他の関係者が連携し、

いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処を

いう。以下同じ）のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、七飯

町いじめ防止基本方針（以下「七飯町基本方針」という。）を定めるもの

です。

 

目　　　　次　（省略）
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第１章　いじめの防止等のための基本的な事項

１　いじめの定義　（省略）

２　いじめの防止等に関する基本的な考え方

（１）いじめの防止

いじめは決して許されない行為であり、どの児童生徒にも、どの学校でも

起こりうる社会全体の課題であるとの共通認識のもと、児童生徒一人ひと

りが健やかに成長し、安全安心な社会をつくりあげていく視点で取り組む

ことが重要です。

特に、学校は児童生徒の安全が確保され、安心して通える場であることが

大切です。このため、学校の教育活動全体を通じて、全ての児童生徒に

「いじめは決して許されない行為である」ことを理解させるとともに、豊

かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格

を尊重し合う態度の醸成や、自己有用感や充実感をもてる学校生活を送れ

るようにします。

また、地域とのかかわりを積極的に行うため、コミュニティ・スクールの

活用など、開かれた学校づくりを推進し、地域ぐるみで子育てを行う意識

を高めます。

（２）～（４）　（省略）

第２章　いじめ防止等のための七飯町の対応

１　いじめ防止等のための七飯町における組織等の設置　（省略）

第１章　いじめの防止等のための基本的な事項

１　いじめの定義　（省略）

２　いじめの防止等に関する基本的な考え方

（１）いじめの防止

いじめは決して許されない行為であり、どの児童生徒にも、どの学校でも

起こりうる社会全体の課題であるとの共通認識のもと、児童生徒一人ひと

りが健やかに成長し、多様性を認め互いに支えあうことができる、安全安

心な社会をつくりあげていく視点で取り組むことが重要です。

特に、学校は児童生徒の安全が確保され、安心して通える場であることが

大切です。このため、学校の教育活動全体を通じて、全ての児童生徒に

「いじめは決して許されない行為である」ことを理解させるとともに、豊

かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格

を尊重し合う態度の醸成や、自己有用感や充実感をもてる学校生活を送れ

るようにします。

また、地域とのかかわりを積極的に行うため、コミュニティ・スクールの

活用など、開かれた学校づくりを推進し、地域ぐるみで子育てを行う意識

を高めます。

（２）～（４）　（省略）

第２章　いじめ防止等のための七飯町の対応

１　いじめ防止等のための七飯町における組織等の設置　（省略）

改　　正　　前 改　　正　　後
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改　　正　　前 改　　正　　後

２　いじめの防止のために七飯町が実施する施策

（１）いじめの防止

ア　互いの個性や価値観の違いを正しく認め、自他の人格を尊重し合う豊

かな感性と実践的態度の育成を図ります。そのために、教育活動全体を通

じての道徳教育と人権教育の充実を図ります。

イ　全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、自己有用感や達成感、充

実感などを得るための教育活動を支援します。

ウ　７月をいじめ根絶月間と位置づけ、町民に対し、いじめの防止等に関

する啓発を行います。また、１年を通し、様々な機会を通じて啓発に努め

ます。

エ　ネット上のいじめに関係する問題については、保護者や学校の知らな

いところ、見えないところで起こるため、北海道をはじめ関係機関と連携

して、防止と適切な指導に努めます。

（２）いじめの早期発見

ア　定期的なアンケート調査や面談(教育相談等）を行うなど、児童生徒

がいじめを訴えやすい環境を整えます。

イ　いじめに関する相談や通報を受け付けるため、電話相談窓口となる

「七飯町いじめ相談電話」の周知を行います。また、多様な相談窓口情報

も周知し、関係機関等との連携を図ります。

ウ　地域で児童生徒のトラブルやいじめの疑いのある状況を発見した場合

には、必ず学校や教育委員会に連絡するよう、日頃から地域住民との協力

関係を築きます。

２　いじめの防止のために七飯町が実施する施策

（１）いじめの防止

ア　互いの個性や価値観の違いを正しく認め、自他の人格を尊重し合う豊

かな感性と実践的態度の育成を図ります。そのために、教育活動全体を通

じての道徳教育と人権教育の充実を図ります。

イ　全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、自己有用感や達成感、充

実感などを得るための教育活動を支援します。

ウ　７月をいじめ根絶月間と位置づけ、町民に対し、いじめの防止等に関

する啓発を行います。また、１年を通し、様々な機会を通じて啓発に努め

ます。

エ　インターネット上のいじめに関係する問題については、保護者や学校

の知らないところ、見えないところで起こるため、北海道をはじめ関係機

関と連携して、防止と適切な指導に努めます。

（２）いじめの早期発見

ア　定期的なアンケート調査や面談(教育相談等）を行うなど、児童生徒

がいじめを訴えやすい環境を整えます。

イ　いじめに関する相談や通報については、国や北海道が設置している相

談窓口情報を周知し、関係機関等との連携を図ります。

ウ　地域で児童生徒のトラブルやいじめの疑いのある状況を発見した場合

には、必ず学校や教育委員会に連絡するよう、日頃から地域住民との協力

関係を築きます。
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改　　正　　前 改　　正　　後

（３）いじめへの対処

ア　教育委員会は、いじめの発生について、学校からの報告を受けたとき

は、必要に応じて当該学校に対し指導・助言を行うとともに必要な措置を

講ずることを指示します。また、当該報告事案について疑義があるときは

自ら必要な調査を行います。

イ　七飯町いじめ相談電話や関係機関等への相談や通報に対しては、学校

と連携し、問題の解決に向けて迅速かつ適切な措置等を講じます。

ウ　教育委員会は、いじめの状況が一定の限度を超える場合には、被害児

童生徒等が安心して授業を受けられるよう、加害児童生徒の保護者に対し

て、必要な場合は速やかに出席停止の措置等を講じます。

エ　犯罪行為や重大な被害が生じる恐れがある場合は、被害児童生徒等に

配慮しつつ、警察等関係機関への相談・通報等の対応を取るよう学校に対

し指導・助言を行うなど連携して対応します。

（４）関係機関との連携

ア　いじめの防止等について、地域と連携して指導と対応ができるよう地

域の関係団体等に協力要請を行います。また、学校が行う情報発信につい

て指導・助言を行います。

イ　警察や医療機関、地方法務局、保護司会、人権擁護委員、民生委員児

童委員等必要な専門機関といじめの防止等について連携を図ります。

ウ　教育委員会、学校、地域との連携が定期的かつ円滑に図られるよう、

コミュニティ・スクールの取り組みを支援します。

（３）いじめへの対処

ア　教育委員会は、いじめの発生について、学校からの報告を受けたとき

は、必要に応じて当該学校に対し指導・助言を行うとともに必要な措置を

講ずることを指示します。また、当該報告事案について疑義があるときは

自ら必要な調査を行います。

イ　関係機関等への相談や通報に対しては、学校と連携し、問題の解決に

向けて迅速かつ適切な措置等を講じます。

ウ　教育委員会は、いじめの状況が一定の限度を超える場合には、被害児

童生徒等が安心して授業を受けられるよう、加害児童生徒の保護者に対し

て、必要な場合は速やかに出席停止の措置等を講じます。

エ　犯罪行為や重大な被害が生じる恐れがある場合は、被害児童生徒等に

配慮しつつ、警察等関係機関への相談・通報等の対応を取るよう学校に対

し指導・助言を行うなど連携して対応します。

（４）関係機関との連携

ア　いじめの防止等について、地域と連携して指導と対応ができるよう地

域の関係団体等に協力要請を行います。また、学校が行う情報発信につい

て指導・助言を行います。

イ　警察や医療機関、地方法務局、保護司会、人権擁護委員、民生委員児

童委員等必要な専門機関といじめの防止等について連携を図ります。

ウ　教育委員会、学校、地域との連携が定期的かつ円滑に図られるよう、

コミュニティ・スクールの取り組みを支援します。

エ　いじめを受けた児童生徒やいじめを行った児童生徒の進学や進級、転

学の際には、児童生徒の個人情報の取り扱いに配慮しつつ、当該学校間に

おいて、いじめ等に関する指導記録等の引継ぎが確実に行われるよう整備

します。
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（５）　教職員の資質向上・研修の充実

ア　いじめは人権侵害です。このため、教職員はいじめの未然防止に努め

るとともに、自らが人権を意識し、いじめの防止等に適切に対応できる指

導力を身に付けるよう、教職員を対象に定期的な研修・啓発を行います。

イ　ネット上のいじめに関係する問題について、迅速な対処及び適切な指

導が行えるよう、教職員研修の充実を図ります。

第３章　いじめの防止等のために学校が実施する施策

　前文　（省略）

１　学校いじめ防止基本方針の策定　（省略）

２　学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

学校は、法第２２条に規定するいじめの防止等の対策に関する措置を実効

的に行うための「学校いじめ対策組織」（以下「対策組織」という。）を

設置します。対策組織は、学校の管理職や生徒指導主事等複数の教職員等

によって構成することを基本とします。なお、新たに組織をつくるのでは

なく生徒指導上の諸課題に対応する「生徒指導部」等の組織を活用するこ

ともあります。

（５）　教職員の資質向上・研修の充実

ア　いじめは人権侵害です。このため、教職員はいじめの未然防止に努め

るとともに、自らが人権を意識し、いじめの防止等に適切に対応できる指

導力を身に付けるよう、教職員を対象に定期的な研修・啓発を行います。

イ　インターネット上のいじめに関係する問題について、迅速な対処及び

適切な指導が行えるよう、教職員研修の充実を図ります。

第３章　いじめの防止等のために学校が実施する施策

　前文　（省略）

　

１　学校いじめ防止基本方針の策定　（省略）

２　学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

学校は、法第２２条に規定するいじめの防止等の対策に関する措置を実効

的に行うための「学校いじめ対策組織」（以下「対策組織」という。）を

設置します。対策組織は、学校の管理職や生徒指導主事等複数の教職員等

によって構成することを基本とします。なお、新たに組織をつくるのでは

なく生徒指導上の諸課題に対応する「生徒指導部」等の組織を活用するこ

ともあります。これらの組織については、校長のリーダーシップの下、教

員と心理や福祉等の専門スタッフとの連携・協働や学校のマネジメントが

組織的に行われる体制を整備するとともに、家庭、地域、関係機関等と連

携し、いじめの防止等に努めます。

改　　正　　前 改　　正　　後
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改　　正　　前 改　　正　　後

３　学校におけるいじめ防止等に関する措置

（１）いじめの防止

教育相談体制の強化と面談等を定期的に実施するほか、人権教育、道徳教

育の充実を図り、「いじめは絶対に許さない」という学校・学級づくりに

取り組みます。

また、児童会・生徒会等において校内でのいじめ撲滅や命の大切さを呼び

かける活動、毎朝必ず教室でいじめ防止のメッセージを読み上げる活動、

子ども同士で悩みを聞き合う活動等、児童生徒自らがいじめの問題につい

て主体的に学び、いじめを防止するための取組を推進します。

さらに、家庭や地域社会に対し、いじめの防止等の啓発を実施します。

（２）～（４）　（省略）

３　学校におけるいじめ防止等に関する措置

（１）いじめの防止

教育相談体制の強化と面談等を定期的に実施するほか、人権教育、道徳教

育の充実を図り、「いじめは絶対に許さない」という学校・学級づくりに

取り組みます。

また、児童会・生徒会等において校内でのいじめ撲滅や命の大切さを呼び

かける活動、毎朝必ず教室でいじめ防止のメッセージを読み上げる活動、

子ども同士で悩みを聞き合う活動等、児童生徒自らがいじめの問題につい

て主体的に学び、いじめを防止するための取組を推進します。

さらに、家庭や地域社会に対し、いじめの防止等の啓発を実施します。

また、学校は情報化社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度

を育成する情報モラル教育を推進するとともに、インターネット上のいじ

めに対処する体制を整備します。

（２）～（４）　（省略）

（５）児童生徒の人間関係形成力やコミュニケーション能力等の育成

　学校の教育活動全体を通じて、主体的・対話的で深い学びの視点からの

授業改善を行い、児童生徒が望ましい人間関係を構築する能力やコミュニ

ケーション能力の育成を図る取組を充実します。

（６）「生命（いのち）の安全教育」の推進

　学校の教育活動全体を通じて性暴力防止に向け、児童生徒が性犯罪・性

暴力の加害者にも、被害者にも、傍観者にもならないよう、「生命（いの
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改　　正　　前 改　　正　　後

第5章　その他いじめの防止等のための対策に関する事項　（省略）

ち）の安全教育」を推進します。

第5章　その他いじめの防止等のための対策に関する事項　（省略）
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